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安中市マスコット

キャラクター

こうめちゃん

今月の納税と保険料
市民課休日窓口

【日　時】　 6 月 6 日 ・ 20 日 （日）　( 第１ ・ ３日曜日）

　　　　　      午前８時３０分～正午

【場　所】 　　  市民課

【業務内容】 〇住民票の写しの発行

　　　　　　 　 〇戸籍謄本・抄本の発行

　　　　　      〇印鑑証明書の発行

　　　　　      〇その他市民課取り扱いの各種証明書の発行

  ※毎週水曜日は、午後７時まで窓口延長しています。

☆固定資産税・都市計画税 … １期

☆軽自動車税 … 全期

☆国民年金保険料 … 令和３年４月分

○５月３１日（月）までに納めてください。

本

　本＝本庁舎 松＝松井田庁舎 谷＝谷津庁舎 ク＝碓氷川クリーンセンター ス＝スポーツセンター

松

松本

松

『 男女共に認め合おう　1人ひとりの個性や能力 』
（第 2回安中市男女共同参画標語コンクール優秀作品）

安中市事業所等感染症対策支援補助金について

　市では、市内で事業を営む事業者が新型コロナウイルス感染症対策のために実施する設備の設

置、備品の購入および改修などに要する費用の一部を補助します。

【対象者】市内に本社、本店または主たる事業所などを有する事業者で、令和３年３月３１日以前から継

続して事業を営んでいる者

※上記のほかにも条件がありますので、詳しくは市のホームページをご覧ください。

【補助対象経費】

飛沫飛散防止に関するもの、密閉環境を改善するもの、接触を減らすためのものなどの対策費用

（対象例）客席の個室化工事、窓・網戸や換気扇などの換気設備の設置工事、空気清浄機の設置、空気循環サー

キュレーターの設置、検温システムの導入、キャッシュレス対応レジへの交換など

※対策経費の総額が５万円以上となるものが対象です。

※国、県、市などから他の補助金を受けている経費は対象外です。

※マスクや消毒液などの衛生用品は対象外です。

【補助額】対策経費の２分の１で上限２０万円

※市内で複数の事業所などを営んでいる場合には上限４０万円

【申請期間】１２月２８日（火）まで

※補助金の交付には、事前の申請が必要です。

※申請時点において、すでに着手している設備工事、完了している設備工事、購入済みの備品は対象とな　

　りませんので、ご注意ください。

【申請方法】申請書に所定の内容を記入のうえ、添付書類を添えて、　　観光経済課商工労働係宛にご提出

ください。

※申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。

　また、   総合案内、   観光経済課窓口に配置してあります。

【申請書提出先】〒 379-0292 安中市松井田町新堀 245 安中市役所松井田庁舎観光経済課 あて　

【問合せ】　　観光経済課商工労働係（☎内線２６２１・２６２７）
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                令和３年５月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本

◆ 電話による予約方法
〇接種券を用意していただき、下記コールセンターまでお電話ください。

　　　　　　　　　　　　 ゼロコロナ

　安中市ワクチン接種コールセンター 　（☎０５７０-０５６７１６）

  受付時間…午前 8時 30 分～午後 5時（土日祝日除く）

※集団接種予約は、市ワクチン接種コールセンターでも受け付けていますが、問合せが集中し電話が

　つながりにくいことがあります。その際は、お手数ですが、時間をおいておかけ直しください。

※個別接種（医療機関を会場とするもの）を希望する場合は、医療機関に直接予約をしてください。

松ス

松

【問合せ】　　健康づくり課ワクチン接種対策室（☎内線１６１１・１６４０）

◆ 当日の持ち物

①接種券…切り離さず台紙ごとお持ちください。

②予診票…必ず記入してお持ちください。 

③身分証明書…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど

④お薬手帳など…服用しているお薬がある人は必ずお持ちください。

※上腕筋に筋肉注射で接種します。肩を出しやすい服装でお越しください。

※マスクの着用をお願いします。 

※接種前に自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、

　予約した市の窓口や医療機関にご連絡ください。

エコドライブ、ふんわりアクセルを踏んで、温暖化にブレーキをかけましょう

新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種予約のお知らせ

　
◆ スマートフォン（LINE）により、集団接種の予約ができます

〇 65 歳以上の高齢者から接種券を郵送しています（高齢者以外の人への接種券の

　郵送は改めてお知らせします）。

〇この予約システムは、集団接種（会場　  総合体育館　　松井田保健センター）を対象とした　

　ものです。個別接種（医療機関を会場とするもの）は、医療機関に直接予約してください。

○スマートフォン（LINE）予約は、スマートフォン版 LINE アプリのみの利用となります。詳細は、　

　市ホームぺ―ジをご覧いただくか、市ワクチン接種コールセンターまでお問合せください。

ステップ２

ワクチン
接種予約を選択

ステップ３

予約情報の登録

ステップ４

予約内容の確認
・取消

ステップ１

友だち登録

ス

〇右の２次元コードを読み取り

　「群馬県デジタル窓口」を友だち登録してください。

                                  

〇接種券を用意してください。                            

〇「予約する」をタップし、受信設定と利用規約の同意後に、接種回数、接種券番号、

　生年月日、接種会場（   総合体育館または   松井田保健センター）、接種日時

　を登録してください。

　　　　　　　　　

〇予約内容に誤りがないか、必ず確認してください。

　確認後、「予約」ボタンをタップすると予約完了です。

〇「予約確認・取消」から、予約した情報の確認や取り消しができます。

〇予約内容を変更したい場合は、登録した予約を取り消して、再度予約して　

　ください。
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４月の行政相談
日　　　時 場　　所

  ３日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室     

  ７日（月） 午後 1 時 30 分 ～ ４時      第５会議室   

 １７日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室

　

　　　　 ６月の無料法律相談   
日　　　時 場　　所

４日（金）  午後１時～４時 　本  第２相談室

１８日（金） 午後１時～４時   本  第１相談室

６月の行政相談

【予約・問合せ】    　市民課市民相談室（☎内線１２０７）

　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８７　　　　　　　　　　　　　　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕

本

本

松

本

安政遠足侍マラソン大会の観覧について

　安政遠足侍マラソン大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年とは異なる日程で規模を

縮小して５月３０日（日）（午前８時スタート）に開催します。

　観覧については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のとおりご注意をお願いします。

〇体調がすぐれない場合、および新型コロナウイルス感染が疑われる場合は観覧をお控えください。

〇沿道ではマスクを必ず着用し、声を出しての声援はせずに拍手などによる応援をお願いします。

〇隣の人との間隔を１ｍ以上空けるなどソーシャルディスタンスをお守りください。

〇沿道に個人的な給水所の設置（飲料や食料の提供）はしないでください。

〇開会式、閉会式は行いません。またスタートエリアおよびゴールエリアには選手、関係者以外の入場　

　はできませんのでご注意ください。

【問合せ】安政遠足保存会事務局（　 スポーツ課・☎０２７‐３８２－２５００）

※新型コロナウイルス感染症の影響により実施内容などが変更になることがあります。

　最新の状況はホームページをご確認ください。

特殊詐欺電話対策装置の貸出について

　市防犯協会では、市の補助金を活用し、６月１日から特殊詐欺電話対策装置の貸出を行います。

　この装置は、既存の電話機に取付けることで電話がかかってきた際に特殊詐欺被害防止のアナウンス

が流れる機能などを持つ装置です。振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害の多くが自宅にかかって

きた電話を発端とすることから、この装置を取付けることにより、特殊詐欺被害の防止に役立ちます。

【対象者】市内にお住まいで、原則として 65 歳以上の一人暮らしの人、65 歳以上のご夫婦のみの世帯

※台数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。

【貸出方法】貸出を希望される人は、問合せ先までご連絡ください（貸出や取付などに費用はかかりま

せん）。

【貸出開始】６月１日（火）～（貸出期間は原則１年間）

【主な機能】

〇特殊詐欺被害防止アナウンス機能

〇全通話自動録音機能

〇非通知電話着信拒否機能

〇着信許可・着信拒否機能

【問合せ】安中市防犯協会（安中警察署生活安全課内☎０２７‐３８１‐０１１０）

ス

LED が照らし出すのは、環境にやさしい未来です　　

※予約の必要はありません。直接会場へお越しくだ

さい。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク

の着用と手指消毒にご協力をお願いします。

※要予約（予約状況によっては翌月以降になること

があります）

※相談回数は、相談者 1人につき、当該年度２回まで

（同じ相談内容についての複数回の利用はできません）
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                令和３年５月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

　令和３年度 公立碓氷病院 外来診療スケジュールのお知らせ

　　　　　　  【令和 3年 5月 1日現在】

◎午後の診療は、新型コロナワクチン接種実施の関係で、急遽変更になる場合があります。

※ 1　内科【特殊】･外科【特殊】は専門医による診察です。事前に一般外来の受診が必要です。 

※ 2　神経内科 (火曜日 )は完全予約制となります。受診希望の人は事前のご連絡をお願いします。 

※ 3　小児科（木曜日・午前中）と整形外科 (水曜日・午前中 )の診察が新しく開始されます。  

※ 4　外科 (水曜日 )の受付は午後 4時までです。

※ 5　整形外科 (木曜日・午前中 )の診察は中止になりました。 

※ 6　整形外科 (木曜日 )の診察受付は午後０時 30 分からで、予約以外の受付は午後 3時までです。

※ 7　眼科 (水曜日・午前中 )の予約以外の受付は午前 11 時までです。      

※ 8　泌尿器科（火曜日・午後）の診察は令和 3年 4月から中止になりました。 

※ 9　皮膚科（月曜日）の診察は令和 3年 5月から中止になります。 

診療科 診療受付時間 月 火 水 木 金

内科

午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○ ○ ○ ○

午後 1:30 ～ 4:30 ○ ○ ○ ○ ○

午後 
【特殊】 

※ 1
1:30 ～ 4:30

○ 
( 腎臓・ﾘｳﾏﾁ )

○※ 2 
第 1･3･5 週 
( 神経内科 )

○ 
（血液 ) 

○ 
（血液）

○ 
( 腎臓 ･ ﾘｳﾏﾁ )

○ 
第 2・4週 

( 腎臓 ･ ﾘｳﾏﾁ )

○ 
第 1・3・5週 
( 循環器 )

小児科
午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○※ 3

午後 1:30 ～ 4:30 ○

外科

午前 8:30 ～ 11:30

○ ○

○ ○ ○○ 
(乳腺･甲状腺)

○ 
第1･2･3･4週 

(乳腺･甲状腺)

午後 1:30 ～ 4:30 ○
○※ 4 

第 1･3･5 週

午後 
【特殊】

※ 1
1:30 ～ 4:30

○ 
( 胃・大腸）

○ 
( 胃・大腸）

整形外科
午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○※ 3 ※ 5

午後 1:30 ～ 4:30 ○ ○ ○※ 6

眼科
午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○ ○※ 7 ○ ○

午後 1:30 ～ 4:30 ○ 手術 ○ ○

耳鼻咽喉科 午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○

泌尿器科
午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○ ○ ○ ○

午後 1:30 ～ 4:30 ○ ※ 8 ○ ○

皮膚科 午後 1:30 ～ 4:30 ※ 9 ○

歯科

口腔外科

午前 8:30 ～ 11:30 ○ ○ ○ ○ ○

午後 2:00 ～ 4:30 ○ ○ ○ ○ ○

【休診日】土曜、日曜、祝日および年末年始（12 月 29 ～ 1 月 3 日）です。

【保険証】初診の場合必ず保険証をご提示ください。再診でも毎月最初の受診日にはご提示ください。

【内視鏡】胃カメラ検査（平日午前中）と大腸カメラ検査（水・木曜日の午後）には、事前に一般外来の

         受診が必要です。

【ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ】歯科口腔外科ではインプラントも行っています。

【問合せ】公立碓氷病院（☎３８５-８２２１）

ごみの焼却（野焼き）は禁止されています
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　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８７　　　　　　　　　　　　　　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕

松

まわりに迷惑をかけぬよう、所有地については適正な管理をお願いします

本

～住宅リフォーム工事の費用の一部を補助します～

安中市住宅リフォーム補助金のご案内

 市では、居住環境の改善と地域経済の活性化を図るため、自宅のリフォーム費用の一部を補助します。詳細に

ついては窓口などでご相談ください。市ホームページにも詳細を掲載しています。

　※補助金交付申請の前に事前申請が必要です。

　※すでに着工または完成しているリフォーム工事は対象外です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※補助金の交付は交付年度に関係なく、申請者および住宅につき、1回限りです。

　※今後の新型コロナウイルスの染症状況により、申請期間などが変更になる場合があります。

【問合せ】　  建築住宅課指導係（☎内線１２５５）　 

補助対象者 申請者の要件・市内に住宅を所有し、そこに居住している人

　　　　　　・上記住所で住民基本台帳に記録されている人

申請者および同居している住宅の共有者（住宅の共有名義の所有者）の要件　　　　

・市税を滞納していない人・過去にこの補助金の交付を受けていないこと

補助対象住宅 ・補助対象者が所有し居住する住宅　※賃貸住宅などは対象外です。

補助対象工事 ・屋根、外壁、内装、浴室、トイレ、台所などのリフォーム工事

・市内の業者に発注して行うリフォーム工事であること

　※法人の業者にあっては本店（本社）が市内にある業者に限ります。

・補助対象経費が１０万円（税込み）以上であること

・補助金の交付決定を受けるまでリフォーム工事に着手していないこと

・令和４年２月２８日（月）までにリフォーム工事の完了報告ができること

補助金額 補助率…補助対象経費の２０％（1,000 円未満切り捨て）

　※子育て世帯は、補助対象経費の３０％

　（子育て世帯：平成 15 年 4 月 2 日以降に生まれた子どもを扶養し、同居している世帯）

補助金の限度額

申請者の令和２年分の合計所得金額に

応じ、右記の金額　　

（※住宅の所有が共有名義の場合は、同居   

　している住宅の共有者の合計所得金額

　を合算して限度額を算定）　

合計所得金額  補助金限度

４００万円以下 １５万円

４００万円を超え６００万円以下 １０万円

６００万円を超える ５万円

補助件数 ８０件（１件あたり補助金が１５万円の場合） ※先着順ではありません。

　補助金交付申請までの手順　～まずは事前申請を～

①事前申請 事前申請書配布・受付場所：　　建築住宅課・　 土木課工務２係

事前申請受付期間：５月１０日（月）～６月１８日（金）

受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土日祝日を除く）

※事前申請書は市ホームページからもダウンロードできます。

・事前申請では、補助対象者の条件の確認、審査を行い、その結果を通知します。

・事前申請の際は見積書、写真などは不要です。所定の用紙にて申請してください。

・事前申請できるのは 1住宅につき 1件です。

※郵送による事前申請書送付先　〒 379-0192 安中市安中 1-23-13 安中市役所建設部　

建築住宅課住宅リフォーム補助金担当あて（受付期間内必着・受付期間内に到着しな　

い場合は受付できません。確実な郵送のため、特定記録郵便または簡易書留での送付　

をおすすめします。）

②公開抽選の実施

（応募多数の場合）

抽選日：７月３日（土）・抽選により本申請できる人を決定するほか、補欠順位を決定します。

・抽選作業は公開方式で事務局が行い、抽選対象者全員に結果を通知します。

　（今後の新型コロナウイルス感染症対策により、非公開方式となる場合があります。）

③補助金交付申請

（本申請）

本申請受付期間：７月５日（月）～８月２０日（金）

・市内業者の見積書、工事前の写真、当選通知書など所定の書類を添えて本申請をしてください。

・予算額に応じて、本申請できる人を補欠順位順に繰上げます。（おおむね 10 月末日まで）

　※繰上げ当選の通知がない場合は、補助金の交付申請はできません。

本
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 補助対象者 空き家（建物）の所有者または所有者の相続人で、市税を滞納していない人

※共有者や相続人が複数いる場合は、全員から除却の同意を得ている必要があります。

 補助対象空き家 空き家である戸建て住宅（店舗併用住宅含む）

※所有権以外の権利が設定されている空き家は対象外です。

　未登記空き家も一定の条件を満たせば対象になります。

 補助対象工事 空き家本体の解体撤去、処分工事（解体にともなう以下の工事なども対象になります）　

 ・空き家の基礎、排水管などの地下埋設物の解体撤去、処分工事

 ・空き家に付属する車庫、塀、植木、庭石などの解体撤去、処分工事

 ・解体撤去後の埋め戻し、簡易な整地（舗装は除く）

 ・空き家に残っている家財道具の撤去処分

令和４年３月３１日（木）までに完了する工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市内の業者に発注して行う工事

※空き家に付属する倉庫や車庫などのみの除却は対象外です。

※業者は市内に本社（本店）がある法人か、市内に住所がある個人業者に限ります。

 補助金額 補助対象経費の３分の１（1,000 円未満切り捨て）

限度額２０万円

 補助件数 ４０件程度　※先着順です。

※申請が予算額に達した時点で、申請の受け付けを終了します。

 申請書類 配布場所：　 建築住宅課　　総務管理課管理係

※申請書類は、５月１７日（月）から配布を開始します。

※申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。

 申請受付 受付期間：６月８日（火）～１２月２８日（火）（必着）

受付場所：　 建築住宅課（ 　での受付はありません）

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁日を除く）

・見積書、工事前の写真、登記事項証明書など、所定の書類を添えて申請してください。

※書類は郵送でも受け付けします。

 注意事項 ・すでに着工または完了している除却工事は対象外です。

・申請できるのは、１空き家につき１人です。

・補助金の交付は、申請者につき、１回限りです。

・空き家を解体する前に、必ず　 建築住宅課に相談してください。

～空き家除却工事の費用の一部を補助します～

安中市空家除却費補助金のご案内

　市では、地域の良好な景観を守り、安全で安心な暮らしを送るため、自発的に市内にある空き家を除却（解

体）する人に、その費用の一部を補助します。

【問合せ】　　建築住宅課建築係（☎内線１２５９）

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と

耐
震
改
修
補
助
を
行
い
ま
す

　

建
物
の
耐
震
基
準
は
、
昭
和
56
年
を
境
と

し
て
大
き
く
改
定
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
56
年
以

前
に
建
て
ら
れ
た
建
物
は
耐
震
性
が
低
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
個
人
の
木
造
住
宅
を
対
象
と
し
て
、

耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
診
断
で
耐
震

性
が
劣
る
建
物
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
耐

震
改
修
を
す
る
工
事
費
な
ど
の
補
助
を
行
い
ま

す
。

◎
耐
震
診
断

【
対
象
住
宅
】
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
た

住
宅

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
一

戸
建
て
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅
（
住
宅
部
分

の
床
面
積
が
２
分
の
１
以
上
の
住
宅
）

②
平
屋
建
て
ま
た
は
２
階
建
て　

③
在
来
軸
組
構
法
ま
た
は
伝
統
的
構
法
で
建

築
し
た
住
宅

【
対
象
者
】

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
た
個
人　

①
対
象
住
宅
の
所
在
地
を
本
市
の
住
民
基
本

本

本

本

本

松

松

◆犬・猫の糞の片づけは飼い主の責任です◆
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台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
住
所
と
し
て
い

る
人

②
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人　

③
対
象
住
宅
を
所
有
し
、
か
つ
居
住
し
て

い
る
人

【
募
集
戸
数
】
10
戸
（
受
付
順
に
選
考
）

【
診
断
費
用
】
無
料
（
た
だ
し
、
診
断
者
の

交
通
費
と
し
て
１
，
０
０
０
円
を
自
己
負
担
）

※
診
断
に
必
要
な
建
物
図
面
が
な
い
場
合

は
、
図
面
作
成
費
用
が
別
途
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す

【
申
込
み
期
限
】
９
月
30
日
（
木
）

◎
耐
震
改
修
補
助

【
対
象
住
宅
】
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し

た
住
宅

①
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点
（
※
）

が
１
．
０
未
満
と
診
断
さ
れ
た
住
宅

※
耐
震
診
断
と
は
、
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診

断
と
補
強
方
法
」
（
一
般
財
団
法
人
日
本
建

築
防
災
協
会
発
行
）
に
基
づ
く
一
般
診
断
法

ま
た
は
精
密
診
断
法
に
よ
り
木
造
住
宅
の
地

震
に
対
す
る
安
全
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す

※
上
部
構
造
評
点
と
は
、
診
断
を
行
っ
た
住

宅
の
耐
震
性
能
の
評
価
値
で
す
。
耐
震
性
の

有
無
に
つ
い
て
は
、
評
点
１
．
０
が
基
準
と

な
り
ま
す

②
前
記
耐
震
診
断
の
対
象
住
宅
の
条
件
に
同

じ

【
対
象
工
事
】
上
部
構
造
評
点
を
１
．
０
以

上
に
す
る
耐
震
改
修
工
事
で
令
和
４
年
２

月
28
日
（
月
）
ま
で
に
完
了
報
告
書
を
提

出
で
き
る
も
の

【
対
象
者
】
前
記
耐
震
診
断
の
対
象
者
の
条

件
に
同
じ

【
補
助
金
額
】
改
修
工
事
（
工
事
費
お
よ
び

工
事
監
理
費
）
に
か
か
る
費
用
の
５
分
の

４
以
内
（
限
度
額
１
０
０
万
円
）

【
募
集
戸
数
】
２
戸

【
申
込
み
期
限
】
９
月
30
日
（
木
）

【
申
込
み
・
問
合
せ
】　

 

建
築
住
宅
課
指
導

係
（
☎
内
線
１
２
５
６
）

本

本

松

～狂犬病予防のため愛犬は登録と予防注射を～

店
舗
な
ど
の
改
装
工
事
費
を

    

一
部
補
助
し
ま
す

～
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
を
含
め
た
改
修
に

つ
い
て
の
補
助
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
～

　　

市
で
は
、
商
工
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

店
舗
な
ど
の
改
装
工
事
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

　

小
売
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
（
娯
楽
業
は
除
く
）

を
営
ん
で
お
り
、
店
舗
な
ど
の
改
装
を
計
画

さ
れ
て
い
る
事
業
者
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
な
お
、
今
年
度
か
ら
、バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
工
事
を
伴
う
改
修
に
つ
い
て
、
補
助
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

【
名
称
】
店
舗
等
改
装
等
工
事
補
助
金

【
内
容
】
店
舗
な
ど
の
改
装
の
た
め
、
市
内

の
事
業
者
が
施
工
す
る
工
事
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
ま
す
。

【
申
請
受
付
】

６
月
１
日
（
火
）
～
11
月
30
日
（
火
）

〇
申
請
が
予
算
を
超
え
た
時
点
で
受
付
を
終

了
し
ま
す
（
14
件
程
度
を
予
定
）。

【
補
助
内
容
】
補
助
金
の
額
は
、
対
象
と
な

る
改
装
工
事
費
（
20
万
円
以
上
の
も
の
）
に

１
０
０
分
の
30
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
補

助
金
の
交
付
限
度
額
は
20
万
円
で
す
。
な

お
、
工
事
の
内
容
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
含

む
場
合
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
に
か
か

る
部
分
の
経
費
に
１
０
０
分
の
20
を
乗
じ
た

額
（
上
限
10
万
円
）
を
加
算
し
て
、
補
助
し

ま
す
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
を
含
ん
だ
場

合
の
補
助
限
度
額
は
30
万
円
で
す
）。

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
の
例
：
店
舗
な
ど

の
段
差
解
消
、
昇
降
機
の
設
置
、
ト
イ
レ
の

洋
式
化
（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
設
置
、
多
目
的
ト

イ
レ
の
設
置
）、
車
い
す
対
応
通
路
へ
の
改

修
、
自
動
ド
ア
の
設
置
な
ど

【
注
意
事
項
】
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
、

着
手
し
て
い
る
工
事
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
工
事
は
令
和
４
年
３
月
31
日

ま
で
に
完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
請

書
な
ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】 　

観
光
経
済
課
商
工
労
働
係
（
☎

内
線
２
６
２
１
・
２
６
２
７
）

生
け
垣
設
置
の
補
助
に
つ
い
て

　　

市
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
で
快
適
な
生
活
環

境
の
整
備
を
維
持
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
個
人
が
住
宅
の
周
り
に
生
け
垣
を
設

置
し
た
場
合
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
。

【
対
象
】
個
人
用
住
宅
用
地
と
隣
地
や
道
路

な
ど
と
の
境
に
、
竹
な
ど
を
支
柱
と
し
て
設

置
し
た
生
け
垣

①
高
さ
０
．
６
メ
ー
ト
ル
以
上

②
総
延
長
10
メ
ー
ト
ル
以
上

③
設
置
し
て
か
ら
１
年
未
満
の
も
の

※
道
路
と
の
境
に
設
置
す
る
場
合
、
建
築
基

準
法
に
よ
り
後
退
義
務
が
生
じ
る
道
路
に

あ
っ
て
は
、
道
路
後
退
線
よ
り
宅
地
側
に
生

け
垣
を
設
置
し
て
だ
く
さ
い
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
く
ら
し
・
手

続
き
→
住
宅
）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
だ
く
さ
い
。

【
問
合
せ
】　
　

都
市
整
備
課
事
業
係
（
☎
内

線
１
２
１
４
）
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不
法
投
棄
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

６
月
は
廃
棄
物
適
正
処
理
推
進
強
化
月
間

で
す
。

　

夜
間
や
早
朝
、
山
間
部
な
ど
人
目
に
つ
か

な
い
と
こ
ろ
で
、
ご
み
の
投
棄
を
繰
り
返
す

悪
質
な
不
法
投
棄
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
自

分
の
土
地
に
大
量
の
ご
み
を
捨
て
ら
れ
な
い

よ
う
に
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
不
法
投
棄
し

た
人
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
り
、
撤
去
す
る

資
力
が
な
い
と
き
は
、
土
地
所
有
者
が
片
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
ら
、
早
期
発
見
・
早

期
撤
去
の
た
め
、
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】　

 

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係

（
☎
内
線
１
８
８
１
）
・
廃
棄
物
１
１
０
番　

（
☎
０
１
２
０
‐
８
１
‐
５
３
２
４
）・
西
部

環
境
森
林
事
務
所
廃
棄
物
係　

（
☎
０
２
７

‐
３
２
３
‐
５
５
３
０
）

松

松

松 本

ク

～快適な生活環境をつくるために、飼い主一人ひとりの自覚と責任ある行動を～　　

　

森
林
の
伐
採
と
所
有
者
の　
　
　

 

変
更
に
は
届
出
が
必
要
で
す

　　

市
内
の
森
林
の
ほ
と
ん
ど
は
、
群
馬
県
の

定
め
る
地
域
森
林
計
画
に
よ
っ
て
地
域
森
林

計
画
対
象
民
有
林
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
指
定
を
受
け
て
い
る
森
林
で
、
伐
採
や

所
有
者
の
変
更
を
行
う
場
合
は
、
森
林
法
に

基
づ
く
届
出
が
必
要
で
す
。

【
立
木
の
伐
採
・
造
林
】

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
場
合
、
伐
採
を

開
始
す
る
90
日
か
ら
30
日
前
ま
で
に
市
町
村

へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
主
伐
後
の

造
林
も
し
く
は
開
発
の
た
め
の
伐
採
が
終

わ
っ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
市
へ
報
告
を
す

　
安
中
市
６
次
産
業
化                                      

　
　
　
　

支
援
事
業
に
つ
い
て

　　

６
次
産
業
化
と
は
、
農
業
経
営
者
が
農
林

水
産
業
（
１
次
産
業
）
か
ら
加
工
（
２
次
産
業
）

お
よ
び
流
通
販
売
（
３
次
産
業
）
に
取
り
組

み
、
経
営
の
多
角
化
を
進
め
る
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
経
営
の
向
上
や
地

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
た
め
、
市
で
は
６
次
産
業
化
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
市
内
の
農
業
経
営
者
な
ど
に

対
し
、
農
林
産
物
加
工
品
の
開
発
お
よ
び
販

路
開
拓
に
係
る
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
ま

す
。

【
補
助
対
象
者
】

○
市
内
在
住
で
、
市
内
で
農
業
を
営
む
個
人

○
本
市
に
所
在
し
、
市
内
で
農
業
を
営
む
団

体
な
ど

○
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者

【
補
助
対
象
事
業
】年
度
内
に
事
業
を
完
了
で

き
、
国
や
県
の
類
似
の
補
助
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
。

○
「
商
品
の
開
発
お
よ
び
試
作
」
７
万
円
以
内

（
費
用
の
２
分
の
１
以
内
）

○
「
施
設
整
備
」
１
０
０
万
円
以
内
（
費
用
の

３
分
の
１
以
内
）

【
受
付
期
間
】

６
月
１
日
（
火
）
～
12
月
10
日
（
金
）

※
申
込
み
枠
が
な
く
な
り
次
第
受
付
終
了

　
道
路
の
里
親
募
集
お
よ
び

　
　
　

除
雪
の
お
礼
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
道
路
や
河
川
な
ど
一
定
区
画
を

愛
情
と
責
任
を
持
っ
て
清
掃
美
化
し
て
く
れ

る
住
民
の
団
体
や
企
業
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
事
業
は「
道
路
里
親
制
度
」
と
い
う
も

の
で
、
住
民
や
企
業
と
行
政
が
協
力
し
て
快

適
で
美
し
い
道
路
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
道
路
愛
護
精
神
の
高
揚
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
里
親
の
活
動

は
、
道
路
の
清
掃
お
よ
び
除
草
、
道
路
の
破

損
・
危
険
箇
所
な
ど
の
情
報
提
供
な
ど
で
す
。

　

活
動
に
対
し
て
市
で
は
、
物
品（
軍
手
な

ど
）や
用
具（
ほ
う
き
・
塵
取
り
な
ど
）の
支
給

や
保
険
の
加
入
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
特
に
、道
普
請
を
行
っ

【
交
付
ま
で
の
流
れ
】事
前
相
談
→
補
助
金
交

付
申
請
書
提
出
→
事
業
内
容
審
査
→
交
付
決

定
→
実
績
報
告
→
確
定
通
知
→
補
助
金
交
付

【
事
前
相
談
】
事
業
内
容
や
計
画
の
わ
か
る

資
料
な
ど
を
用
意
し
て
い
た
だ
き
、
電
話
で

予
約
の
う
え
、
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
６
次
産
業
取
組
事
例
】

・
減
農
薬
栽
培
の
果
物
を
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ

と
し
て
加
工
し
、
販
売

・
自
社
で
栽
培
し
た
大
豆
を
使
用
し
た
納
豆

の
開
発
と
ブ
ラ
ン
ド
化

【
問
合
せ
】　

 

農
林
課
農
林
振
興
係（
☎
内
線

２
６
１
２
）

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
所
有
者
の
変
更
】

　

相
続
、
売
買
な
ど
に
よ
り
地
域
森
林
計
画

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
森
林
を
取
得
し
た
場

合
、
そ
の
森
林
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら

90
日
以
内
に
市
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

地
域
森
林
計
画
対
象
森
林
や
届
出
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
余
裕
を
持
っ
て
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　
　

農
林
課
鳥
獣
対
策
係
（
☎
内

線
２
６
１
７
）

て
い
る
地
域
の
皆
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、前
年
度
の
降
雪
の
際
に
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
生
活
道
路
や
通
学
路
な
ど
の
除
雪

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

【
問
合
せ
】

　
　

土
木
課
庶
務
係（
☎
内
線
１
２
０
３
）

　
　

土
木
課
工
務
２
係（
☎
内
線
２
１
４
４
）
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かわいそうな命を減らすため、去勢・不妊手術を行いましょう。

　

農
産
物
直
売
所

「
ま
ゆ
っ
娘
」
再
オ
ー
プ
ン

　

本
年
２
月
末
日
を
も
っ
て
閉
店
し
て
い
た

農
産
物
直
売
所
「
ま
ゆ
っ
娘
」（
松
井
田
町

五
料
）
が
（
有
）
妙
義
ナ
バ
フ
ァ
ー
ム
を
新

た
な
指
定
管
理
者
と
し
て
再
オ
ー
プ
ン
し
ま

す
。

【
日
時
】
６
月
２
日
（
水
）
午
前
９
時
30
分
～

【
営
業
時
間
】
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

30
分
（
当
面
の
間
）

【
定
休
日
】
毎
週
火
曜
日　

【
問
合
せ
】

５
月
25
日（
火
）ま
で（
有
）妙
義
ナ
バ
フ
ァ
ー

ム
（
☎
０
２
７-

３
９
３
‐
５
６
３
０
）

５
月
26
日
（
水
）
以
降　

安
中
市
農
産
物
直
売
所
「
碓
氷
峠
の
ま
ゆ
っ
娘
」

（
☎
０
２
７-

３
９
３
‐
４
６
５
７
）

広
報
誌
「
う
す
い
」

20
号
発
行
の
お
知
ら
せ

　

公
立
碓
氷
病
院
で
は
、
４
月
下
旬
に
広
報

誌
「
う
す
い
」
20
号
を
発
行
し
ま
し
た
。

　

院
内
や
市
内
施
設
で
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
碓
氷
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧

に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】

公
立
碓
氷
病
院

（
☎
０
２
７
‐
３
８
５
‐
８
２
２
１
）

恵
み
の
湯
臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

恵
み
の
湯
で
は
、
老
朽
化
し
た
空
調
設
備

の
改
修
工
事
の
た
め
６
月
１
日
（
火
）
か
ら

６
月
30
日
（
水
）
ま
で
、
臨
時
休
館
し
ま
す
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　

【
問
合
せ
】
恵
み
の
湯

（
☎
０
２
７-

３
８
５-

１
１
２
６
）

「
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
」          

受
付
の
お
知
ら
せ

　

令
和
３
年
度
秋
の
表
彰
に
あ
た
り
、
優
良

自
動
車
運
転
者
の
表
彰
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
申
請
期
間
】

６
月
１
日
（
火
）
～
７
月
15
日（
木
）

【
必
要
書
類
】
運
転
免
許
証
、交
通
安
全
協
会
会

員
証
、は
ん
こ
、証
明
手
数
料
６
７
０
円

【
該
当
基
準
】左
記
の
年
数
無
事
故
無
違
反
の

運
転
者

○
銅
章
（
５
年
以
上
）
○
銀
章（
10
年
以
上
）○

金
章
（
15
年
以
上
）
○
金
冠
銀
章（
20
年
以
上
）

○
金
冠
金
章
（
30
年
以
上
）
○
旭
日
金
冠
章

（
40
年
以
上
）

※
安
中
交
通
安
全
協
会
会
員
の
人
で
、
ご
家

族
・
ご
夫
婦
で
表
彰
を
受
け
る
人（
フ
ァ
ミ

リ
ー
賞
、
お
し
ど
り
賞
を
別
に
表
彰
）
は
、
窓

口
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
せ
】
安
中
交
通
安
全
協
会（
☎

３
８
２
‐
０
２
１
１
）
・
安
中
交
通
安
全
協
会

松
井
田
支
所
（
☎
３
９
３
‐
２
４
５
５
）

※
松
井
田
支
所
は
、開
設
日（
水
曜
日
・
午
前
９

時
～
午
後
4
時
）の
み
の
受
付

『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』
全
国

一
斉
特
設
人
権
相
談
に
つ
い
て

　

群
馬
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
お
よ
び
前

橋
地
方
法
務
局
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が

施
行
さ
れ
た
日(

昭
和
24
年
６
月
１
日)

を

記
念
し
て
『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

い
じ
め
や
児
童
虐
待
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
人
権
侵
害
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
連
し
た
偏
見
・
差
別
の
ほ
か
、

家
庭
内
や
近
所
の
も
め
ご
と
な
ど
、
人
権
問

題
や
困
り
ご
と
で
悩
ん
で
い
る
人
は
お
気
軽

に
お
近
く
の
特
設
相
談
所
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
予
約
は
不
要
で
す
。
料
金
は
無
料
で
、

秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

〇
特
設
人
権
相
談
日
程

【
日
時
】
６
月
１
日(

火)

午
後
１
時
30
分

～
４
時(

受
付
は
午
後
３
時
30
分
ま
で)

【
場
所
】　

 

第
２
相
談
室
・
第
２
０
２
会
議

室
・　
　

営
農
指
導
室

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
、
中
止
・
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
特
設
相
談
所
へ
お
越
し
に
な
れ
な

い
人
に
つ
い
て
も
、
常
設
の
電
話
相
談
な
ど

を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

〇
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

（
☎
０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０
）

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談

https://www.jinken.go.jp/

【
問
合
せ
】
前
橋
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

（
☎
０
２
７-

２
２
１-

４
４
６
６
（
代
表
））

安
中
造
形
美
術
協
会
春
季
展

　

日
本
画
、洋
画（
水
彩
）
、き
り
絵
、彫
刻
、
ガ

ラ
ス
、
工
芸
、
陶
芸
の
展
示
会
を
開
催
し
ま

す
。
コ
ロ
ナ
対
策
を
徹
底
し
て
多
く
の
来
場

者
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
期
間
】
５
月
27
日（
木
）
～
６
月
20
日（
日
）

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
（
月
曜
休
館
・
最

終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

【
場
所
】
富
岡
市
立
妙
義
ふ
る
さ
と
美
術
館

（
☎
０
２
７
４
‐
７
３
‐
２
５
８
５
）

【
入
場
料
】
無
料

【
問
合
せ
】
安
中
造
形
美
術
協
会 

事
務
局 

大

木
和
久（
☎
０
２
７-

３
８
５
‐
５
１
０
０
）

本
松
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市
少
年
少
女
合
唱
団
員
募
集

　

市
少
年
少
女
合
唱
団
は
、
学
校
も
学
年
も

異
な
る
仲
間
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
共
通

点
は
「
歌
う
こ
と
が
好
き
」
と
い
う
こ
と
。

学
校
が
違
っ
て
も
み
ん
な
仲
良
し
で
す
。
皆

さ
ん
の
入
団
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

練
習
を
再
開
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
見
学

に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
見
学
の
際

は
あ
ら
か
じ
め
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
募
集
内
容
】
〇
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ス
（
小
学

校
１
～
３
年
生
・
水
曜 
午
後
６
時
～
７
時
・

団
費
１
，
２
０
０
円
／
月
）

〇
シ
ニ
ア
ク
ラ
ス
（
小
学
校
４
年
生
～
高
校

生
・
水
曜 

午
後
６
時
～
７
時
30
分
・
団
費
１
，

５
０
０
円
／
月
）

【
練
習
場
所
】
安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー 

大
会

議
室
・
視
聴
覚
室

【
年
間
行
事
】
合
唱
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
慰

問
演
奏
会
・
定
期
演
奏
会
な
ど

※
新
型
コ
ロ
ナ
の
警
戒
度
に
よ
っ
て
は
、
行

事
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】　

  

生
涯
学
習
課
社
会

教
育
係
（
☎
内
線
２
２
４
２
）

糖
尿
病
予
防
教
室　

　

糖
尿
病
を
予
防
す
る
た
め
の
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
予
防
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
食
事
の
話

と
楽
し
く
ラ
ク
に
で
き
る
有
酸
素
運
動
の
全

２
回
コ
ー
ス
で
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

【
日
程
・
内
容
】
両
日
と
も
午
後
２
時
～
３
時
、

会
場
：　

 

３
０
５
会
議
室

①
６
月
21
日
（
月
）
講
話
「
糖
尿
病
の
食
事

療
法
に
つ
い
て
」（
講
師
：
群
馬
県
済
生
会

前
橋
病
院
管
理
栄
養
士
小
野
澤
し
の
ぶ
先
生
）

②
７
月
５
日
（
月
）
運
動
「
自
宅
で
簡
単
・

ら
く
ら
く
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
」（
講
師
：
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

片
岡
瑠
明
先
生
）

※
動
き
や
す
い
服
装
で
、
タ
オ
ル
・
飲
み
物
・

ヨ
ガ
マ
ッ
ト
（
ま
た
は
バ
ス
タ
オ
ル
）
を
持
参

【
定
員
】
30
人
（
２
日
間
参
加
で
き
る
人
）

【
申
込
み
開
始
】
５
月
21
日
（
金
）
午
前
９

時
～
先
着
順

【
申
込
み
・
問
合
せ
】 　

健
康
づ
く
り
課
予

防
係
（
☎
内
線
１
１
７
２
）

※
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
に
よ

り
中
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

松

松

本

本

松

　安中市ホームページ　https://www.city.annaka.lg.jp

公
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の      

夏
休
み
期
間
中
の
利
用
に
つ
い
て

　

夏
休
み
期
間
中
の
み
の
ご
利
用
を
希
望
さ

れ
る
人
は
、事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

受
け
入
れ
人
数
は
、
お
預
か
り
す
る
児
童

の
安
全
を
考
え
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
と
も
定
員

ま
で
と
な
り
ま
す
。
申
込
み
が
定
員
を
超
え

る
場
合
は
低
学
年
を
優
先
し
、
同
学
年
の
場

合
は
審
査
の
う
え
、決
定
し
ま
す
。　
　
　

児
童
ク
ラ
ブ
名

定
員

５
月
現
在

空
き
状
況

松
井
田
児
童
ク
ラ
ブ

40
人

21
人

臼
井
・
坂
本
児
童
ク
ラ
ブ

20
人

15
人

西
横
野
第
一
児
童
ク
ラ
ブ

30
人

7
人

西
横
野
第
二
児
童
ク
ラ
ブ

30
人

5
人

西
横
野
第
三
児
童
ク
ラ
ブ

30
人

7
人

九
十
九
児
童
ク
ラ
ブ

30
人

8
人

細
野
児
童
ク
ラ
ブ

25
人

3
人

【
申
請
期
限
】６
月
18
日（
金
）

【
申
請
書
配
布
場
所
】
各
児
童
ク
ラ
ブ
、       

　
　

住
民
福
祉
課
福
祉
子
ど
も
係

【
申
請
・
問
合
せ
】   
住
民
福
祉
課
福
祉
子
ど

も
係（
☎
３
９
３
‐
７
０
７
０
〔
直
通
〕）

「
群
馬
い
の
ち
の
電
話
相
談
員

募
集
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す　

　

い
の
ち
の
電
話
と
は
、
自
殺
を
は
じ
め
、

孤
独
や
不
安
の
な
か
、
希
望
や
気
力
を
失
い

つ
つ
あ
る
人
に
、
自
分
自
身
を
見
直
し
、
勇

気
を
奮
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
「
電
話
」
を

通
し
援
助
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で

す
。

【
日
時
】
６
月
12
日
（
土
）
午
後
１
時
30
分

～
午
後
３
時
30
分
（
予
定
）　
　
　
　
　
　
　
　

【
場
所
】
安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー 

大
会
議
室

【
参
加
費
】
無
料

【
問
合
せ
・
申
込
み
】
社
会
福
祉
法
人
群

水
防
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　

市
・
市
消
防
団
・
市
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
・

安
中
消
防
署
で
は
、
出
水
期
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
梅
雨
の
大
雨
や
台
風
に
備
え
る
た
め

の
水
防
訓
練
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】
６
月
６
日
（
日
）
午
前
８
時
30
分

【
場
所
】
安
中
市
中
宿　

西
毛
総
合
運
動
公

園
野
球
場
東
側
広
場

【
内
容
】
市
消
防
団
に
よ
る
基
本
結
索
、
杭

ご
し
ら
え
、
土
の
う
作
り
・
積
み
土
の
う
訓

練
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
取
り
扱
い
訓
練
な
ど

【
見
学
】
自
由
に
見
学
で
き
ま
す
。

【
そ
の
他
】
訓
練
中
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
安
中
消
防
署
防
災
係
（
☎

０
２
７
‐
３
８
１
‐
５
８
８
１
）

馬
い
の
ち
の
電
話
（
☎
０
２
７-

２
２
１-

１
８
８
０
・
受
付
時
間
：
午
前
10
時
～
午
後

５
時
（
土
日
祝
日
を
除
く
））
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       風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

〇風しん追加的対策（抗体検査・第５期予防接種）について

　（対象者：昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性）

　風しんからご自身と周りの人たちを守るためにも、クーポン券をまだ利用していない人はまず抗体検

査を受けていただき、検査の結果十分な抗体がないと診断された人は定期予防接種を受けましょう。ま

た、皆さんの周りに対象の男性がいましたら、ぜひお声かけをお願いします。

　対象の人には、令和 2年 3月にクーポン券を郵送しています。

　クーポン券の有効期限が変更となります。お手元にある令和４年３月までのものが令和４年２月まで

となります。クーポン券はそのまま利用ができますが、早めの利用をお願いします。

クーポン券発行者数：６，５６６人

　【令和 3年 2月までの実施状況】

　・風しん抗体検査実施者数　２，０６１人

　　うち　十分な抗体がなかった人（定期予防接種の対象）･･･ ６１９人

　　　　　抗体があった人（定期予防接種の非対象）･･･ １，４４２人

　・風しん第５期定期接種（麻しん風しん混合ワクチン）接種者数　５３８人

【問合せ】 　 健康づくり課予防係（☎内線１１７２）

　　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８７　　　　　　　　　　　　　　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕

ク

本

ク

粗大ごみや大量のごみは、地域のステーションに出さず碓氷川クリーンセンターへ搬入してください

　 
放射線量・放射性物質の測定について

◎サーベイメーターによる空間放射線量の測定について

　市では、市役所本庁を始め、松井田庁舎、小中学校などで放射線量の測定を行っています。本庁と        

松井田庁舎以外の測定結果については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

【測定高】地表より１００ｃｍ　　　　　　        　（単位：マイクロシーベルト /１時間）
　　　　　　　　　  　　　     測定地測定月日 安 中 市 役 所 本 庁 松 井 田 庁 舎

４月１３日（火） ０．０５１ ０．０５０

　　　　　　　　　（国の定める除染基準は０．２３０マイクロシーベルト／１時間です）

　【問合せ】空間放射線量に関すること    環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）

　　　　　　　　　　　　　           　総務管理課管理係（☎内線２１１４）　　　　   

　
こころの健康相談

　｢こころの健康相談」

    （予約制）を実施します。

　心に悩みや不安のある人、お

酒の問題でお悩みの人、認知症

などについて心配のある人およ

び家族の相談に応じます。

　費用は無料です。

【日時】 ６月２２日（火）

　 　 　午後１時～４時

【場所・予約先】 

　　　　安中保健福祉事務所

 　　　（安中市高別当 336-8）

     　 （☎３８１‐０３４５） 

安中市マスコット

キャラクター

こうめちゃん

松

　
　

   

６
月 

古
紙
・
古
着
等
行
政
回
収 

収
集
日
程
表

６
月

収

集

地

区

名

２
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
西
側
）・
安
中
２
区
～
11
区（
並
木
団
地
・

遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
を
除
く
）・
九
十
九
地
区
・
細
野
地
区

９
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
東
側
）・
遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
・

岩
野
谷
地
区
・
板
鼻
地
区
・
新
堀
地
区（
源
ヶ
原
地
区
を
除
く
）・

松
井
田
地
区
・
臼
井
地
区
・
坂
本
地
区

16
日

（水）

安
中
12
区
・
原
市
地
区
・
並
木
団
地
・
秋
間
地
区
・
後
閑
地
区

23
日

（水）

磯
部
地
区
・
東
横
野
地
区
・
西
横
野
地
区
・
源
ヶ
原
地
区

※
古
紙
は
雨
天
で
も
回
収
し
ま
す
。

※
古
着
・
古
布
に
つ
い
て
は
、リ
サ
イ
ク
ル
の
流
通
再
開
に
と
も
な
い
、通
常

　

通
り
収
集
を
行
い
ま
す
。た
だ
し
、濡
れ
る
と
リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
な
い
た
め

　

雨
の
日
な
ど
は
出
す
の
を
控
え
、次
回
の
回
収
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
収
集
日
当
日（
朝
８
時
ま
で
）に
お
住
ま
い
の
地
域
の
決
め
ら
れ
た
ご
み
ス

　

テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い（
前
日
な
ど
に
は
出
さ
な
い
）。

※
出
し
方
な
ど
の
詳
細
は
、「
家
庭
ご
み
収
集
日
程
表
」ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　
　

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係（
☎
内
線
１
８
８
１
）
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　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８７　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕　　　　令和３年５月１５日号

　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター 再生紙使用

本

６月の休日当番医

※公立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科の当番医は、診療時間が午前９時から午後６時
　までです。午後６時以降は、外科の当番医で受診してください。

【問合せ】　　健康づくり課保健指導係
　　　　  （☎内線１１７４）
　　　　  　住民福祉課健康介護係
　　　　  （☎内線２１５１）

６月の健康ガイド

乳幼児健診

６月 内　　科 外　　科

６日 日  正田病院             ☎ 027-382-1123 正田病院              ☎ 027-382-1123

１３日 日 いわい中央クリニック ☎ 027-381-2201 いわい中央クリニック    ☎ 027-381-2201
※午後 6時以降は須藤病院    ☎ 027-382-3131

２０日 日 公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221  公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221

２７日 日 武井内科循環器科     ☎ 027-393-1005  須藤病院             ☎ 027-382-3131

市内全地区対象市内全地区対象
持ち物持ち物

日にち日にち 該 当 児該 当 児 受　付受　付 会　場会　場

４か月児健診４か月児健診 ２９日（火） 令和３年２月生

午後１時～２時 安中市

保健センター

母子手帳

バスタオル

各種健康診査票

子育て支援ノート

健康チェック票

健やか親子 21 アンケート※

（※４か月児、１歳６か月児、　

　 ３歳児のみ）

当日尿（３歳児のみ）

８か月児健診８か月児健診 ２２日（火） 令和２年９月生

１　歳　児１　歳　児
すくすく相談すくすく相談

２８日（月） 令和２年５月生

１歳６か月児１歳６か月児
健 診健 診

　９日（水） 令和元年１１月生

２ 歳 児２ 歳 児
歯科健診歯科健診 ２３日（水） 平成３１年４月生

２歳６か月児２歳６か月児
歯科健診歯科健診

２４日（木）平成３０年１０月生

３ 歳 児３ 歳 児
健 診健 診 ３日（木） 平成３０年４月生

※今後の新型コロナウイルスをめぐる状況の変化によっては、日程を変更する場合があります。その際は個別通知で
　ご案内します。
※幼児健診・1歳児すくすく相談でのフッ素塗布については、新型コロナウイルスの感染防止のため中止する場合が
　あります。
※お子様やご家族（保護者やごきょうだいなど）で２週間以内に３７．５度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状が　　
　ある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の健診日に変更してください。
※該当する日程・会場以外での受診を希望する場合は、事前にご連絡ください。

松

  
◆こども医療でんわ相談（☎♯８０００）

  　群馬県では夜間や休日におけるお子さんの病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる

  　「こども医療でんわ相談（☎＃８０００）」を実施しています。

　  月～土曜日：午後６時～翌午前８時、日曜・祝日・年末年始：２４時間受付


